
 

小児がん等の治療で造血幹細胞移植を行った場合，定期予防接種により移植前に獲得した疫

が低下又は消失し，感染症にかかりやすくなるため，必要に応じて移植後の予防接種ワクチン

の再接種が推奨されていますが，再接種の費用は，被接種者（保護者）の自己負担となってお

ります。 

県では，感染症予防及び経済的負担の軽減を目的とし，次の条件に該当する方に助成を行う 

市町村に対し，助成金の一部を補助する事業を実施しております。 

 

○ 対象者  （次のいずれにも該当する方） 

①造血幹細胞移植により，移植前に接種した予防接種法第２条第２項に定められ 

た疾病（結核を除く）にかかる予防接種ワクチン（※）の免疫が低下又は消失 

したため，再接種が必要と医師が認める方 

②再接種を受ける日において，宮城県内（仙台市を除く）に住所を有する２０歳未満の方 

③各市町村が定める日以降の再接種であること 

※予防接種法第２条第２項に定められた疾病（結核を除く）にかかるワクチン 

  ・ヒブ ・小児用肺炎球菌 ・B 型肝炎 ・水痘 ・四種混合 ・三種混合 

  ・二種混合 ・不活化ポリオ ・麻しん、風しん ・日本脳炎 ・子宮頸がん 

 

〇相談・申請窓口  お住まいの市町村予防接種担当課 

市町村名 担当課 連絡先 

仙台市 健康安全課 022-214-8029 

石巻市 健康推進課 0225-95-1111(内線 2427) 

塩竃市 こども未来課 022-354-1225 

気仙沼市 健康増進課 0226-21-1212 

白石市 健康推進課 0224-22-1362 

名取市 保健センター 022-382-2456 

多賀城市 健康長寿課 022-368-1141(代) 

岩沼市 健康増進課 0223-22-1111(内線 345・346) 

登米市 健康推進課 0220-58-2116 

栗原市 健康推進課 0228-22-0370 

東松島市 健康推進課 0225-82-1111(代) 

大崎市 健康推進課 0229-23-5311 

蔵王町 子育て支援課 0224-33-2122 

七ヶ宿町 健康福祉課 0224-37-2331 

大河原町 健康推進課 0224-51-8623 

柴田町 健康推進課 0224-55-2160 

亘理町 健康推進課 0223-34-0524 

山元町 保健福祉課 0223-37-1113 

松島町 健康長寿課 022-355-0703 

七ヶ浜町 子ども未来課 022-357-7454 

利府町 健康推進課 022-356-1334 

大郷町 町民課こども健康室 022-359-3030 

美里町 健康福祉課 0229-32-2945 

宮城県造血幹細胞移植後の予防接種 

ワクチン再接種費用助成について 



〇 助成の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※市町村によって，助成内容や必要書類が異なります。 

必ず事前にお住まいの市町村予防接種担当課へご相談ください。 

 

 
宮城県保健福祉部疾病・感染症対策課 
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